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施設側における口腔関連の主な加算等

①基本サービス費に含まれる口腔衛生の管理体制

対象事業所

・介護老人福祉施設（特養）

・介護老人保健施設（老健）

・介護医療院

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

・有料老人ホームにおける特定施設入居者生活介護

・軽費老人ホーム（ケアハウス）　における特定施設入居者生活介護

・養護老人ホームにおける特定施設入居者生活介護

★口腔衛生の管理体制の基本的な考え方

口腔衛生の管理体制とは、上記の介護保険施設及び特定施設等において、ケアマネジメントの一環として、歯

科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士（以下「歯科医師等」という）及び関連職種の共同により、口

腔衛生に係る課題把握・改善を行い、入所者に適した口腔清掃等を継続的に行うための体制をいう。歯・口腔

の健康の保持・増進を図ることは、自立した質の高い生活を営む上で重要であり、介護保険施設等における口

腔衛生等の管理は、利用者の口腔の健康状態に応じた効率的・効果的な口腔清掃等が行われるだけでなく、摂

食嚥下機能の維持・向上、栄養状態の改善等にもつながるものであることに留意すること。

★口腔衛生の管理体制の整備にかかる実務について

　①口腔衛生の管理体制に係る計画の立案

 歯科医師等は、介護保険施設及び特定施設等における口腔清掃等の実態の把握、介護職員からの相談等を

踏まえ、施設の実情に応じ、口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を行う。なお、施設の実情を踏ま

えて、適切に介護職員への理解に資すると考えられる場合は、助言及び指導について、情報通信機器を用

いて実施しても差し支えない。

 介護職員は、技術的助言及び指導に基づき、以下の事項を記載した口腔衛生管理体制計画を作成すること。

（１）助言を行った歯科医師等

（２）歯科医師等からの助言の要点

（３）当該施設における実施目標

（４）具体的方策（実施時期、実施場所、主担当者等）

（５）留意事項・特記事項

 実施目標においては、助言及び指導を踏まえて、施設の実情に応じて検討されたい。例えば、口腔清掃の

用具の整備、口腔清掃の方法・内容等の見直し、施設職員に対する口腔衛生管理の推進に資する研修会の

開催、歯科専門職による入所者の口腔管理等、歯科専門職による食事環境、食形態等の確認又は現在の取

組の継続等である。介護職員は、口腔清掃等を含めた施設における課題や疑問等を適宜、歯科医師等に相

談する。歯科医師等は、概ね６月毎に施設における口腔清掃の実態、介護職員からの相談等を踏まえ、施

設の実情に応じた口腔衛生の管理体制に係る計画に関する技術的助言及び指導を行うこと。介護職員は、

技術的助言・指導を踏まえ、口腔衛生管理体制計画の見直しを行い、口腔衛生の管理体制の充実を図る。

また、必要に応じて、「介護保険施設等における口腔衛生管理の評価と実践」（日本老年歯科医学会）等の

関連学会が示す記載等も参考にされたい。

　②入所者の口腔の健康状態の評価

 介護保険施設においては、当該施設の従業者又は歯科医師等が入所者の施設入所時及び月に１回程度の口
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腔の健康状態の評価を実施することとしており、各入所者について、以下の事項等を確認する。ただし、

歯科医師等が訪問歯科診療、訪問歯科衛生指導、又は口腔衛生管理加算等により口腔管理を実施している

場合は、当該口腔の健康状態の評価に代えることができる。

 【口腔の健康状態の評価例】

（１）開口の状態

（２）歯の汚れの有無

（３）舌の汚れの有無

（４）歯肉の腫れ、出血の有無

（５）左右両方の奥歯のかみ合わせの状態

（６）むせの有無

（７）ぶくぶくうがいの状態

（８）食物のため込み、残留の有無

 ただし、（７）及び（８）については、利用者の状態に応じて確認可能な場合に限って評価を行うこと。（１）

から（８）の項目を参考に歯科医師等による口腔内等の確認の必要性について検討する。評価の実施に当

たっては口腔連携強化加算に関する基本的な考え方及び「入院（所）中及び在宅等における療養中の患者

に対する口腔の健康状態の評価に関する基本的な考え方」（令和６年３月 日本歯科医学会）等も参考にさ

れたい。

 歯科医師等による口腔内等の確認の必要性が高い場合、歯・口腔の疾患が疑われる場合及び介護職員によ

る口腔清掃等が困難な場合等は各利用者の口腔の健康状態に応じた口腔健康管理が行われるよう、歯科受

診の必要性も含めて歯科医師等に相談すること。


